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(54)【発明の名称】 患者の診察／治療装置の位置決め用遠隔制御システム

(57)【要約】
本発明は診察および（または）治療装置を患者上に位置
決めするための遠隔制御可能なシステムで、複数の自由
度により該装置が連結する支持具（１１）、支持具と患
者支持または患者自身と一体のポイント（１６－１９）
間にそれぞれが配置された柔軟性連結手段（１２－１５
）、連結手段の長さ／緊張度を修正するための遠隔制御
手段、および装置の動きを遠隔観察する手段、を有する
。
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【特許請求の範囲】

    【請求項１】  観察および／または治療装置を患者の上に位置決めするため

の遠隔制御可能なシステムにおいて、

  ・前記装置が複数の自由度で結合するフレーム（１１）、

  ・患者のサポートまたは患者自身に接するポイント（１２－１５）の間に配置

される柔軟性連結手段（１２－１５）、

  ・結合手段の長さ／緊張度を修正するための遠隔制御手段、及び

  ・前記装置の動作を遠隔で観察する手段、とを有することを特徴とするシステ

ム。

    【請求項２】  前記柔軟性結合手段がケーブル、糸またはストラップタイプ

である請求項１のシステム。

    【請求項３】  前記柔軟性結合手段が弾性である請求項２のシステム。

    【請求項４】  前記遠隔制御手段が巻きあげモーターを含む請求項２のシス

テム。

    【請求項５】  前記遠隔制御手段が人工筋肉を含む請求項１のシステム。

    【請求項６】  前記フレームと前記装置間の連結が遠隔制御・柔軟性結合手

段により確実にされる請求項１のシステム。

    【請求項７】  前記装置がエコーグラフプローブ（５）でありまた該遠隔診

察手段がエコーグラフ映像の診察を可能にする請求項１のシステム。

    【請求項８】  前記装置が内視鏡でありまた遠隔観察手段が内視鏡映像の診

察を可能にする請求項１のシステム。

    【請求項９】  前記装置が針保持機でありまた遠隔観察手段がスキャナー、

ＭＲＩ．．．型の映像の診察を可能にする請求項１のシステム。

    【請求項１０】  患者と遠距離の遠隔制御中央ステーション間のリンクが音

声リンクを含む請求項１のシステム。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

    【発明の属する技術分野】

  本発明は患者の移動用の診察／治療装置の位置決め用遠隔制御システムに関す

るものである。これは例えば、内視鏡またはエコーグラフシステムのような医療

分析装置、または穿刺針のような単純な浸襲性装置に適用する。これはより具体

的には、エコーグラフプローブ（遠隔のエコーグラフ）の使用に関して記述され

る。

      【０００２】

  エコーグラフは、その軽量性、無害性およびその形態上また機能上の情報の豊

富さの故に極めて有利な映像化物理療法である。その実施に当たっては特定の専

門性を要する。いくつかの臨床現場では、検査が遠隔通信医療手段により実施さ

れることを必要とするであろう。

      【０００３】

    【従来の技術】

  遠隔通信医療作業に用いられる最も簡単な解決策は、ローカルの施術者が自ら

遠距離の専門医と音声およびビデオ連絡を取ることである。この方法はそれから

、看護婦または患者自身がエコーグラフのプローブを操作し、また遠距離の専門

医が指示してそこから診断を下せるよう考案することが出来よう。かかる遠距離

の専門医に最終的に頼ることはいくつかの医療現場で行われているが、エコーグ

ラフの使用では困難さを伴う。事実、エコーグラフにおいては検査の実行と解釈

は密接に繋がっている。患者の身体の上でのエコーグラフプローブの変位を管理

する施術者のみが、検査の解釈に有益なすべての情報を持っている。この特徴が

遠隔エコーグラフの操作を困難にしている。ローカルの施術者はかなりの程度に

訓練されていなければならないし、また遠距離専門医は施術者にプローブの変位

を正確に指示せねばならない。ここで、かかる変位とは６度の自由度（３度の平

行移動と３度の回転）を意味する。遠距離専門医による変位指示、音声形式での

表現、またそれにもましてローカルの施術者によるそれらの実行さえも難しかろ

うと理解できる。
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      【０００４】

  上述の簡単な遠距離エコーグラフの不利点を克服するため、遠距離の専門医が

、例えば遠隔操作のロボット上に組み立てられたプローブを調整することでエコ

ーグラフのプローブの変位を制御できるようにする必要がある。かかるロボット

使用のシステムは医療とりわけ外科手術に用いられる。この目的のため、「主人

－奴隷」型ロボットが一般的に用いられ、そこでは遠距離オペレーターはｎ度の

自由度により仮想の対象の変位を可能にする応力フィードバックシステムを有し

、またそこでは患者の近くに置かれた「奴隷」システムは「主人」の動作を再現

し、主人はその動作に抵抗を感じることができる。

      【０００５】

  従来型方法では、主人と奴隷は正確に同一動作を行い、奴隷は患者の位置に関

する基準にリンクされる。奴隷が服従する機械的制約は主人による応力フィード

バックの合成の可能性と両立する限界内に留まらねばならない。その他に、従来

の機械装置は、有効負荷が１０Ｎ未満の重量のときでも剛性で比較的重い構造を

使用する。従って、患者や臨床および外科チームに危害をおよぼす可能性のある

ロボットの無秩序な動作を禁ずることの出来る高効率の安全システムを設計する

ことが喫緊の課題である。

      【０００６】

  図１は遠隔制御される従来型のエコーグラフ検査のためのテーブル３に仰臥す

る患者の極めて単純化した側面図を示す。エコーグラフプローブ５は患者に接触

するよう配置されている。かかるシステムは制御と応力フィードバックを確実に

するために大型の電算機構造を暗示している。奴隷（エコーグラフプローブを支

える）は人体に接触し、人体はそれに対して変化し予測不可能な圧を出す。もし

システムが安全に作動するよう望まれるならば、このことは極度に複雑なシステ

ムの実行を要する。これらすべての制約のために奴隷は高くつくシステムである

。

      【０００７】

  かくして目下のジレンマは以下である。即ち、遠距離専門医に誘導されるロー

カルの施術者を使用すること－これは適応性が劣るように見受けられる。または
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ロボットシステムを使用すること－これは特に重く高価な機械的構造と関連電算

システムを有している。

      【０００８】

  より一般的には、上記の課題即ち低価格で安全な遠隔位置決め制御システムを

提供することは、医療分野内外の如何を問わず多くの他のケースで提起されてい

る。医療分野では、同種の課題が例えば内視鏡または穿刺針の位置決めにおける

遠隔制御用に提起されている。

      【０００９】

  内視鏡の下での施術は数量的に増加している。これらは一般的に円筒形の種々

の器具を皮膚を通して挿入することを要求される。これらの器具の数は、器具を

適切な位置に揃える助手に施術者が混乱させられるほどに多い。これと他の理由

から、内視鏡下での治療で人体に挿入する器具を支えまた位置づけするために幾

多のシステムが開発された。これらのシステムは「従来型」ロボットで、手術台

または床に据え付けられ、またシステムが支える器具を、使用者との種々のイン

ターフェースによりまたは場合によっては内視鏡で観察された映像の制御により

、伝達される座標に変位させる。かかるシステムは依然として重く、外科手術用

具を支える比較的剛性なシステムの使用に関連する安全上の問題に配慮するため

には個別の適応を要する。

      【００１０】

  診断を厳密に行うため（顕微鏡分析用材料サンプリング、物理的また特に電気

的特徴の計測．．．）に、または治療用（物理的、機械的、化学的、電気的破壊

．．．）に、人体の各機関の穿刺は広く用いられる方法である。多くの場合、こ

の穿刺は映像化手法（無線、エコーグラフ、スキャナー、ＭＲＩ．．．）の制御

下で行われる。穿刺針の位置決めをロボット化することは有利であろう、このこ

とはとりわけ以下のいくつかの臨床現場での穿刺の動作の自動化実施への道を切

り開くことになる。

    －患者への物理的に限定されたアクセス(スキャナー、ＭＲＩ．．．)

    －動作を直ちに行うニーズ、および

    －遠距離から動作を実行するニーズ
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重ねて、既存の遠隔制御ロボット化および位置決めシステムは重量過多でこの種

の応用の容易な普及を妨げている。

      【００１１】

    【発明が解決しようとする課題】

  かくして、本発明の目的は、比較的単純な診療または治療装置の位置決めのた

めの遠隔制御システムを提供することにある。

      【００１２】

  本発明のもう一つの目的は、患者または患者周辺の人間へのリスクを回避しな

がら低価格でのシステムを提供することにある。

      【００１３】

  本発明のもう一つの目的は、遠隔制御から制御装置のローカル操作に移れるよ

うなシステムを提供することにある。

      【００１４】

  本発明のもう一つの目的は、対象物を変位させるための特殊な遠隔制御可能な

装置を提供することにある。

      【００１５】

    【課題を解決するための手段】

  これらの目的を達成するために、本発明は一般的に有用な負荷の位置決めのた

めの遠隔制御システムを提供することにあり、そこでは

    －部材が適応特性を示す、即ち、システム外からのゆるやかな機械的制約の

効果の下で可逆性の変形を起し易い（これは特にシステムが剛性アームのみで作

られてはいないことを意味している）

    －動作は遠隔地の施術者の命令を再現する。しかし、遠隔制御による変位を

行う(軽量制御)装置を組み込んだ特に現場の配置などのシステム環境を配慮して

いる。これがなければ、種々のシステム構成部品の幾何学的特性をいつでも認識

せねばならないという必要性がある。

      【００１６】

  かくして、このようなシステムは、構成部品の多くが剛性で剛性部品間の特殊

な性質の継ぎ手でのみ適合性が得られ、またその制御がロボットの幾何学的特性
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の限りなく精密な知識を意味し、ロボットのモデルにより座標軸転換が通常ロボ

ットの「関節」座標から直交座標に移ることを可能にするという従来型ロボット

とは異っている。

      【００１７】

  「適合性」と「軽量制御」の特性は、診療または治療器具が人体上で変位を望

まれる時、特に薬剤投与によく適応している。この適合性はシステムおよびその

器具を直接患者（その患者の体がシステムとその有益な負荷の支持を助けるため

にも用いられる）に接触することを可能にする。軽量制御はハンディキャップと

なる筈はない。事実、患者の外部にある参考指標のシステムや制御装置（「従来

型」制御により）の位置決めの正確な知識は、人体の解剖または治療情報に関す

る有益な負荷の位置決め知識よりはるかに少ない知識しか伝授しない。そこで、

この相対的な位置決め情報が制御装置自身により、種々のセンサーにより、また

は学習により得られることが出来る。

      【００１８】

  より具体的には、本発明は、装置がある程度の自由度で制限されるフレームを

含む観察および（または）治療装置、それぞれがフレームと患者のサポートまた

は患者自身に接するポイント間に配置された弾性接続手段、結合手段の長さ／緊

張度を修正するための遠隔制御手段、および装置の動作を遠隔で観察する手段を

提供する。

      【００１９】

  本発明の実施例により、柔軟性結合手段のそれぞれはケーブル、糸またはスト

ラップ形式である。

      【００２０】

  本発明の実施例により、柔軟性結合手段のそれぞれは弾性である。

      【００２１】

  本発明の実施例により、遠隔制御手段は巻きあげモーターを含む。

      【００２２】

  本発明の実施例により、遠隔制御手段は人工筋肉を含む。

      【００２３】
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  本発明の実施例により、フレームと装置間の接続は遠隔制御の柔軟性結合手段

により確実になされる。

      【００２４】

  本発明の実施例によると、この装置はエコーグラフのプローブであり、また該

遠隔観察手段はエコーグラフ映像の観察を可能にする。

      【００２５】

  本発明の実施例によると、この装置は内視鏡であり、また遠隔観察手段は内視

鏡映像の観察を可能にする。

      【００２６】

  本発明の実施例によると、この装置は針のホルダーであり、また遠隔観察手段

はスキャナー、ＭＲＩ．．．型の映像の観察を可能にする。

      【００２７】

  本発明の実施例によると、患者と遠隔地の遠隔制御中央ステーション間の連絡

は音声リンクを含む。

      【００２８】

  本発明の上述の目的、特性また利点は、添付図に関連した個別の実施例につい

て下記の限定なしの記述にて詳細に考察される。

      【００２９】

    【発明の実施の形態】

  本発明は最初にエコーグラフのプローブ（遠隔エコーグラフ）の使用の態様で

具体的に記述される。

      【００３０】

  本発明は遠隔エコーグラフの運用の実際のニーズの分析に基づいている。遠隔

地の専門医は以下を行う能力を要する。

    －状況の全般的洞察力と、患者やローカルスタッフとの会話を持つ

    －エコーグラフの取得パラメータを管理する

    －エコーグラフ映像を視覚化する

    －仮想プローブを変位することで、実際のプローブ（６度の自由度）の望ま

しい転位方向を指示する
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    －これらの指示に従い本物のプローブを変位する

    －変位命令を実際に考慮したエコーグラフ映像を制御する

    －命令をそれらが実行される方法また必要に応じ調整する

    －患者上の本物のプローブによって行使される圧に関する情報フィードバッ

クを仮想プローブから出来る限り入手する。

      【００３１】

  患者またはローカルスタッフはまた以下の能力を要する。

    －プローブ変位システムを始動させる

    －もし苦痛が生じたら（例えば圧が高すぎる）プローブの変位を中断する

    －かかる中断後に制御を専門医に戻す、および

    －個別の状況に対処するため、専門医の音声指示に従い出来るだけ手動でプ

ローブを変位させる。

      【００３２】

  特許出願人は、これらの要請事項が上述のような剛性構造の主人－奴隷型ロボ

ットよりも適応構造で軽量制御をもつ遠隔制御システムにてより良く充足される

ことを発見した。さらに、柔軟性または適合性の遠隔転位構成の使用により、エ

コーグラフの場合は比較的長時間の分析の間に患者への如何なる動作の禁止をも

回避できる。

      【００３３】

  本発明の一局面によると、特許出願人は、エコーグラフが行われた時、専門医

はプローブが作動しまた彼が受けるエコーグラフ映像から作動したという動きの

充分な徴候を得ていることを認識した。専門医にとって患者側の事情に関連して

プローブの位置決めを正確に知ることはさして重要ではない。所定の位置決めか

ら、専門医は望ましい方向に（平行移動、回転）大雑把な変位が出来、またそれ

ぞれの増加変位後に同方向に変位を続けるかまたは観察したいものをよりよく見

るために他の方向へ動くかを決められることで充分である。かくして、本発明は

プローブと患者のサポート間のいかなる硬直した接続をも抑止するよう考慮して

いる。さらに、エコーグラフプローブの保持または懸架機能も抑止されている。

このシステムはプローブが人体上に留まる間、該プローブを変位させる。
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      【００３４】

  図２は本発明の一実施例を示す。テーブル３上に仰臥する患者１が再び対象と

なっている。エコーグラフプローブ５は患者の身体上に載るフレーム１１と共に

移動する。本発明により、ストラップ、糸、ケーブルなどの種々の柔軟性機械的

手段は選定された位置周辺で患者の身体上でプローブスライドのフレーム１１を

持つよう配慮されている。例えば、示された実施例では、フレーム１１は４個の

ストラップ１２，１３，１４，および１５に接続し、その第２端はポイント１６

，１７，１８および１９に接続している。ポイント１６から１９までは例えばテ

ーブル３に接続した結合ポイントとなり得る。これらはまた患者の腕や腿周辺に

それぞれ配置されたストラップに結合する結合ポイントになり得る。ストラップ

とフレームのそれぞれの間の連結レベルに巻き上げモーターを手配することで、

最初に選定された場所周辺でのフレーム１１の変位と人体上にかかる圧は遠隔制

御できる。好ましくは、最初の位置でフレーム１１を手動で位置決めできるよう

に取り外し可能な手段が手配される。

      【００３５】

  図３に示すように、フレーム１１は、エコーグラフプローブ２１が遠隔制御可

能な方法で移動性であるパッケージと言えよう。例えば、プローブは、プローブ

と患者間により高いまたはより低い圧をかけるためそれに垂直なパッケージ内で

移動性のアーム２２に結合している。アーム２２は例えばその軸周り（α方向）

およびジョイント２３（β方向）周りのこの軸に関連して回転移動可能である。

従来的には、より少ない自由度が与えられていた。

      【００３６】

  図４の実施例では、フレーム１１は、例えばその上にボールジョイント・シス

テム３１によりエコーグラフプローブ３０が組み立てられる簡単なプレートであ

る。プローブ本体は、自動作動装置３３，３４，３５の組み立てによりプレート

に関連して変位しまたは配向することができよう。空気圧作動装置は例えば、圧

のかかった気体を受けると長さの短縮する「人工筋肉」と称する膨張性チューブ

である。

      【００３７】
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  本書では詳細記述はしていないが、種々のモーターおよび、無線リンクまたは

光ケーブルリンクその他の方法で記述された駆動システムと連絡する遠隔地の施

術者により操作されるマスターユニットを変位させる他の上述された遠隔制御手

段、を制御するための手段は既存技術内で知られている。

      【００３８】

  制御装置上の種々の実施動作モードは提供することが出来る。

      【００３９】

  この装置の変位は完全に自動化が出来、また所定方針の戦略に対応出来る。こ

の戦略は例えば、選定された解剖量のエコーグラフプローブによる完全なスキャ

ニングの判定基準を充足することを目指している。

      【００４０】

  この装置の変位は専門医の医療戦略に適応するため、装置によりまたは装置動

作を特徴付ける物理的情報により作られる映像を使用する専門医を関与させるこ

とがある。物理的情報とは特に以下であろう、

    －ビデオカメラ、３次元位置表示機、または柔軟性結合手段の長さエンコー

ダーにより提供される位置情報

    －装置または装置に連結した生理学上の信号

    －システム上の環境のより生ずる圧または機械的応力の計測。

      【００４１】

  患者の安全を確実にし、また過剰な圧がプローブまたはそのフレームで患者に

かかることを避けるために、ストラップ１２－１５は一定の弾性を持つよう、ま

たは破壊システムにより結合させられるよう手配することができる。他の如何な

る受動的な安全システムも、奴隷が既定の限界を超えた力や圧を患者に加えるこ

とを回避するために手配できよう。同様に、プローブとフレーム間の変位部材は

柔軟でまた出来る限り弾性となろう。

      【００４２】

  図２のシステムは本発明の実施の一例のみである。本発明の基本的局面は、人

体上に治療または診療装置のスライディングと方向付けの遠隔制御を可能にする

システムを提供することである。この機能を確実にするため多くの他の代案実施
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例が提供できよう。例えば、ストラップは「人工筋肉」（編みひも内に詰められ

た膨張性チューブで、電算機手法で制御されるバルブにより生ずる圧の変化の効

果の下で種々の牽引力を発揮する）により駆動できるであろう他の「糸」システ

ムで、または剛性架台およびスプリングシステムで代替できよう。勿論、これは

さらにその上にスライドする皮膚と接触する種々のシステム部材を設けられねば

ならない。ストラップは例えば、個別に記述された実施例では、エコーグラフゲ

ルに浸すことが出来る。

      【００４３】

  ローカル施術者または患者自身にとって、もしこのシステムが苦痛になる場合

は、遠隔制御変位を中断するため手軽にアクセスできる制御の方法でこのシステ

ムを即座に解除すること、または患者が音声と出来ればビデオで繋がっている遠

隔地の専門医により選定され要請されたフレームを変位することはとりわけ簡単

である。

      【００４４】

  内視鏡システムへの応用は類似の方法で実施され、内視鏡と遠隔地の専門医間

の情報フィードバックは内視鏡カメラのもたらす映像そのものに対応するであろ

う。

      【００４５】

  穿刺針の挿入のような応用上において、遠隔地の専門医への映像フィードバッ

クは、全体情景を観察する幾つかのビデオカメラから、針の位置または方向を追

うことの出来る三次元探査装置から、または個別の映像システム（Ｘ線、スキャ

ナー、ＭＲＩ．．．）から入手することが出来る。

【図面の簡単な説明】

    【図１】

  従来型ロボット技術を用いた遠隔エコーグラフシステムを示す。

    【図２】

  本発明による極めて単純化された遠隔エコーグラフシステムの上面図である。

    【図３】

  本発明により使用可能なエコーグラフプローブの支持フレームの例の部分図で
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ある。

    【図４】

  本発明により使用可能なエコーグラフプローブ支持フレームのもう一つの例の

部分図である。

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】
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